
 

平成16年度第５回浦安市環境審議会 会議要旨 

 

１．開催日時  平成16年12月１日（水）午後１時30分～午後３時 

 

２．開催場所  市役所第３庁舎 ２階 第２会議室 

 

３．出 席 者 

（委員） 

  柳憲一郎、望月賢二、上野菊良、木邨定男、久保博海、内海照枝 

 伊豆富子、轟 和夫、熊倉敬三、加藤里行、岡部正明 

（欠席 ） 

  平山博章、畑中範子、渡辺英夫、税所信夫 

（事務局） 

環境部長 川口守、環境部次長 中村和明、環境保全課長 押尾照明、 

環境保全課長補佐（環境計画係長・事務取扱い） 指田裕司、 

環境計画係  溝上澄人、安倍麗子、湯浅太郎 

リジオナル・プランニング・チーム 七尾功 

 

４．内 容 

（１） 開会 

（２） 会長あいさつ 

（３） 議題 

 ・ 環境基本計画（案）に係る説明 

・ 環境基本計画（案）について（答申） 

・ その他 

（４） 閉会 

 

５．会議経過 

◎環境基本計画（案）に係る説明 環境保全課 溝上 

 前回の第４回環境審議会で、本計画(案)にいただいたご意見に対する市の

考え方と字句の訂正を別紙資料により説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎環境基本計画（案）についての審議 

 

①字句の訂正について 

○ P42  P41の表には、「表1-3-1」と明記しているので、P42の表

にも「表1-3-2」と明記してほしい。 

⇒ 明記します。 

○ P3、P4 P3に浦安市環境基本条例の策定目的を明記しているのに、

次ページにも同様なことが書かれており、P４の重複した

部分を削除したほうがいい。 

      ⇒ 主旨をふまえて､修正いたします。 

○ P78  「P78の(３)①人工排熱・温室効果ガスの排出の低」を

「P78の(３)①人工排熱・温室効果ガスの排出の低減」に

直してほしい。 

      ⇒ 直します。 

 

②施策の方向 

○  P39  P30の大気環境の「施策の方向」において、監視データ

の整理及び解析する旨を明記しているので、P39の水環

境の「施策の方向」にも、水質監視体制の異常値が検出

されたときの対応策を明記してほしい。 

⇒ 主旨をふまえて､修正いたします。 

     ○ P78、P81 P78 の「（３）ヒートアイランド対策の推進」にある

施策が、P81 にも同じ施策が明記されているので、

（再掲）にしてほしい。 

           ⇒ 再掲します。 

 

    ③計画の性格と役割について 

 ○   P5  図3-1「浦安市環境基本計画の位置づけ」の図につい

て、『浦安市環境基本条例』と『浦安市総合計画』と

の関係が一方方向の「⇒」ではなく、双方向の「⇔」

にしたほうがいい。 

        ⇒ 修正します。 

 ○   P5  図3-1「浦安市環境基本計画の位置づけ」の図につい

て、「市民・事業者・滞在者等」の枠の幅を上の枠の

幅に合わせてほしい。 

        ⇒ 合わせます。 

 

    ④大気環境について 

P27、P30 P27 のベンゼンに関しては､最後の段落において、「測

定結果の推移を注意深く見守る必要があります。」と

記述しているが､ベンゼンの短期測定に関しては、気



象条件等の不確定な要因により数値の変動が見られる

と記述しているのであれば、この測定だけでは不十分

なのではないか。P30「(１)大気監視体制の充実」の

2 つ目の「監視整備の充実に努めます。」の表現に監

視回数の増加等を含んでいるのか。 

            ⇒平成15年度以降月１回、ベンゼンについて、猫実測

定局で測定しており、等施策の方向にご主旨を含ん

でいます。 

    ⑤答申書（案）について 

 ○ 「２ 環境配慮指針の策定について」の２行目の「事業者・市

民・滞在者等」を「市・事業者・市民・滞在者等」に直したほう

がいい。 

 ○ 「４ （仮称）環境基本計画推進に係るサポーター制度につい

て」の２行目の「常に」を「定期的に」に直したほうがいい。 

◎その他 

答申書を市長に提出する日は､12月８日（水）午前９時に市長公室で

行います。また、12月24日（金）午後２時より市役所第３庁舎第２会

議室で「羽田の環境影響評価」についての会議を開催いたします。 


